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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、安全は、会社経営の基盤であることから、

労働者が安心して働くことのできる職場づくりを進めます。

1 車両及び設備・機械の使用前点検は手抜きせず確実に実施しま

す。

2 運行ﾏﾆｭｱﾙ・KY活動で決まっているﾙｰﾙ及び約束は確実に実行

します。

3 急な配車及び作業変更があっても必ず打合せを実施し決めたﾙｰ

ﾙ手順で作業します。

4 現場・会社構内・駐車場では転倒等に気を付けてゆっくり歩き

をします。

5 健康を守るため、健康診断を確実に実施するとともに、結果に

ついて医師の意見を聴取して事後措置を講じます。


